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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の配線基板と、
　前記第１の配線基板の上方に配置された第２の配線基板と、
　前記第１の配線基板と前記第２の配線基板との間に設けられ、前記第１の配線基板と前
記第２の配線基板とを電気的に接続する複数の接続端子と、
　前記第１の配線基板及び前記第２の配線基板の少なくとも一方に設けられた電子部品と
、を有し、
　各々の前記接続端子は、長尺状の金属板を厚さ方向に湾曲させてなり、
　複数の前記接続端子は、信号端子と、前記信号端子の両側に配置された接地端子と、を
含み、
　隣接する前記信号端子と前記接地端子は、平面視において、前記信号端子と前記接地端
子の対向する辺の間隔が一定となるように配置され、
　各々の前記接続端子の一端は前記第１の配線基板のパッドに接合され、前記接続端子の
他端は前記第２の配線基板のパッドに接合され、
　前記第１の配線基板の１つのパッドと前記第２の配線基板の１つのパッドとが、１つの
前記接続端子により接続されている半導体装置。
【請求項２】
　平面視において、前記信号端子と前記接地端子の形状は各々矩形状であり、前記信号端
子と前記接地端子は互いの長辺が対向するように配置されている請求項１記載の半導体装
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置。
【請求項３】
　前記接続端子は、弾力性を有する請求項１又は２記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１の配線基板のパッドの直下には貫通配線が設けられている請求項１乃至３の何
れか一項記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第２の配線基板のパッドの直上には貫通配線が設けられている請求項１乃至４の何
れか一項記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第１の配線基板と前記第２の配線基板とは互いに熱膨張係数が異なる請求項１乃至
５の何れか一項記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記第１の配線基板と前記第２の配線基板との間に、複数の前記接続端子を封止する樹
脂部が設けられている請求項１乃至６の何れか一項記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記樹脂部は、前記接続端子の弾性変形を許容する材料により構成されている請求項７
記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記材料は、エラストマーである請求項８記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記接続端子は、弾力性を有する湾曲部と、前記湾曲部の両端部に配置された固定部と
、を備え、
　前記固定部の一方は、接合部を介して、前記第１の配線基板のパッドに接合され、
　前記固定部の他方は、他の接合部を介して、前記第２の配線基板のパッドに接合されて
いる請求項１乃至９の何れか一項記載の半導体装置。
【請求項１１】
　発電装置と、前記発電装置で発電した電力を蓄電する二次電池と、を有し、
前記電子部品は、前記二次電池に蓄電された電力を供給されて動作する請求項１乃至１０
の何れか一項記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、半導体チップ等の電子部品を搭載する配線基板を、はんだボール等の接続端
子を介して積層した半導体装置が知られている。一例として、表面に半導体チップがフリ
ップチップ実装され、表面と裏面にそれぞれ電極パッドが設けられた配線基板を複数個作
製し、上下に隣接する配線基板の電極パッド間をはんだボールで接合した半導体装置を挙
げることができる（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－８４７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記の半導体装置では、はんだボール等の略球状の接続端子を用いてい
るため、接続端子を介して上下に隣接する配線基板間に高周波信号を伝送しようとすると



(3) JP 6161918 B2 2017.7.12

10

20

30

40

50

、接続端子の部分でインピーダンス不整合が生じる。そのため、接続端子を介して高周波
信号を伝送することが困難であった。
【０００５】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、高周波信号の伝送に好適な接続端子
を有する半導体装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本半導体装置は、第１の配線基板と、前記第１の配線基板の上方に配置された第２の配
線基板と、前記第１の配線基板と前記第２の配線基板との間に設けられ、前記第１の配線
基板と前記第２の配線基板とを電気的に接続する複数の接続端子と、前記第１の配線基板
及び前記第２の配線基板の少なくとも一方に設けられた電子部品と、を有し、各々の前記
接続端子は、長尺状の金属板を厚さ方向に湾曲させてなり、複数の前記接続端子は、信号
端子と、前記信号端子の両側に配置された接地端子と、を含み、隣接する前記信号端子と
前記接地端子は、平面視において、前記信号端子と前記接地端子の対向する辺の間隔が一
定となるように配置され、各々の前記接続端子の一端は前記第１の配線基板のパッドに接
合され、前記接続端子の他端は前記第２の配線基板のパッドに接合され、前記第１の配線
基板の１つのパッドと前記第２の配線基板の１つのパッドとが、１つの前記接続端子によ
り接続されていることを要件とする。
【発明の効果】
【０００７】
　開示の技術によれば、高周波信号の伝送に好適な接続端子を有する半導体装置を提供で
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施の形態に係る半導体装置を例示する図である。
【図２】第１の実施の形態に係る半導体装置を実装基板に搭載した様子を例示する断面図
である。
【図３】第１の実施の形態に係る接続端子を例示する図である。
【図４】第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を例示する図（その１）である。
【図５】第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を例示する図（その２）である。
【図６】第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を例示する図（その３）である。
【図７】接続端子の配置を説明する平面図である。
【図８】第１の実施の形態の変形例１に係る半導体装置を例示する断面図である。
【図９】第１の実施の形態の変形例２に係る半導体装置を例示する断面図である。
【図１０】第２の実施の形態に係る半導体装置を例示する断面図である。
【図１１】第３の実施の形態に係る半導体装置を例示する断面図である。
【図１２】第３の実施の形態に係る接続端子を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して発明を実施するための形態について説明する。なお、各図面にお
いて、同一構成部分には同一符号を付し、重複した説明を省略する場合がある。
【００１０】
　〈第１の実施の形態〉
　［第１の実施の形態に係る半導体装置の構造］
　図１は、第１の実施の形態に係る半導体装置を例示する図であり、図１（ａ）は断面図
、図１（ｂ）は図１（ａ）の一部（主に接続端子３０の配列）を示す平面図である。図１
を参照するに、半導体装置１は、配線基板１０Ａと、配線基板１０Ｂと、接合部２１及び
２２と、接続端子３０と、樹脂部４０とを有する。
【００１１】
　半導体装置１において、配線基板１０Ａの上方に配線基板１０Ｂが配置され、配線基板
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１０Ａと配線基板１０Ｂとの間に、配線基板１０Ａと配線基板１０Ｂとを電気的に接続す
る複数の接続端子３０が設けられている。配線基板１０Ａと配線基板１０Ｂとの間には、
配線基板１０Ａの電子部品１８や接続端子３０を封止する樹脂部４０が設けられている。
配線基板１０Ａは本発明に係る第１の配線基板の代表的な一例であり、配線基板１０Ｂは
本発明に係る第２の配線基板の代表的な一例である。
【００１２】
　なお、半導体装置１において、便宜上、配線基板１０Ｂの電子部品１８側を一方の側（
一方の面）、配線基板１０Ａのソルダーレジスト層１６側を他方の側（他方の面）と称す
る場合がある。
【００１３】
　配線基板１０Ａは、絶縁層１１と、配線層１２と、配線層１３と、貫通配線１４と、ソ
ルダーレジスト層１５と、ソルダーレジスト層１６と、接合部１７と、電子部品１８とを
有する。
【００１４】
　配線基板１０Ａにおいて、絶縁層１１としては、例えば、ガラスクロスにエポキシ系樹
脂等の絶縁性樹脂を含浸させた所謂ガラスエポキシ基板等を用いることができる。絶縁層
１１として、ガラス繊維、炭素繊維、アラミド繊維等の織布や不織布にエポキシ系樹脂等
の絶縁性樹脂を含浸させた基板等を用いてもよい。なお、各図において、ガラスクロス等
の図示は省略されている。
【００１５】
　絶縁層１１として、シリコンやセラミックスを主成分とする基板等を用いてもよい。な
お、シリコンを用いた場合には、表面や貫通孔内壁を絶縁膜（ＳｉＯ２等）で被覆するこ
とにより、絶縁性を持たせることができる。絶縁層１１の厚さは、例えば、６０～２００
μｍ程度とすることができる。
【００１６】
　配線層１２は、絶縁層１１の一方の面に形成されている。配線層１３は、絶縁層１１の
他方の面に形成されている。配線層１２は、絶縁層１１を貫通する貫通孔１１ｘ内に設け
られた貫通配線１４を介して、配線層１３と電気的に接続されている。配線層１２、配線
層１３、及び貫通配線１４の材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）等を用いることができる
。配線層１２及び１３の厚さは、例えば、１０～２０μｍ程度とすることができる。貫通
孔１１ｘの平面形状は、例えば、直径が５０μｍ程度の円形とすることができる。なお、
配線層１２、配線層１３、及び貫通配線１４は、一体に形成されたものでもよい。
【００１７】
　ソルダーレジスト層１５は、絶縁層１１の一方の面に、配線層１２を覆うように形成さ
れている。ソルダーレジスト層１５は、例えば、感光性樹脂等から形成できる。ソルダー
レジスト層１５の厚さは、例えば１５～３５μｍ程度とすることができる。ソルダーレジ
スト層１５は、開口部１５ｘ及び１５ｙを有し、開口部１５ｘ及び１５ｙ内には各々配線
層１２の一部が露出している。開口部１５ｘ及び１５ｙ内に露出する配線層１２は、各々
パッド１２ａ及び１２ｂを構成している。開口部１５ｘ及び開口部１５ｙの各々の平面形
状は、例えば、円形状とすることができる。開口部１５ｘ及び開口部１５ｙの各々の直径
は、接続対象に合わせて任意に設計できる。
【００１８】
　ソルダーレジスト層１５は、パッド１２ａ及び１２ｂを完全に露出するように設けても
よい。この場合、パッド１２ａ及び１２ｂの各々の側面とソルダーレジスト層１５の側面
とが接するようにソルダーレジスト層１５を設けてもよい。又、パッド１２ａ及び１２ｂ
の各々の側面とソルダーレジスト層１５の側面との間に隙間ができるようにソルダーレジ
スト層１５を設けてもよい。
【００１９】
　必要に応じ、パッド１２ａ及び１２ｂの各々の一方の面に金属層を形成したり、ＯＳＰ
（Organic Solderability Preservative）処理等の酸化防止処理を施したりしてもよい。
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金属層の例としては、Ａｕ層や、Ｎｉ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＡｕ層をこの順番で積層した金
属層）、Ｎｉ／Ｐｄ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＰｄ層とＡｕ層をこの順番で積層した金属層）等
を挙げることができる。
【００２０】
　ソルダーレジスト層１６は、絶縁層１１の他方の面に、配線層１３を覆うように形成さ
れている。ソルダーレジスト層１６の材料や厚さは、例えば、ソルダーレジスト層１５と
同様とすることができる。ソルダーレジスト層１６は、開口部１６ｘを有し、開口部１６
ｘ内には配線層１３の一部が露出している。開口部１６ｘ内に露出する配線層１３は、パ
ッド１３ａを構成している。開口部１６ｘの平面形状は、例えば、円形状とすることがで
きる。開口部１６ｘの直径は、接続対象に合わせて任意に設計できる。パッド１３ａは、
マザーボード等の実装基板等（図示せず）と電気的に接続されるパッドとして機能する。
パッド１３ａの他方の面に、はんだボール等の外部接続端子を形成してもよい。
【００２１】
　ソルダーレジスト層１６は、パッド１３ａを完全に露出するように設けてもよい。この
場合、パッド１３ａの側面とソルダーレジスト層１６の側面とが接するようにソルダーレ
ジスト層１６を設けてもよいし、パッド１３ａの側面とソルダーレジスト層１６の側面と
の間に隙間ができるようにソルダーレジスト層１６を設けてもよい。必要に応じ、パッド
１３ａの他方の面に、前述の金属層を形成したり、ＯＳＰ（Organic Solderability Pres
ervative）処理等の酸化防止処理を施したりしてもよい。
【００２２】
　ソルダーレジスト層１５上には、パッド１２ａの一方の面に形成された接合部１７を介
して、電子部品１８が実装されている。接合部１７としては、例えば、Ｐｂを含む合金、
ＳｎとＣｕの合金、ＳｎとＳｂの合金、ＳｎとＡｇの合金、ＳｎとＡｇとＣｕの合金等の
はんだ材料を用いることができる。接合部１７として、例えば、銀ペースト等の導電性ペ
ーストを用いてもよい。電子部品１８は、例えば、半導体チップ、センサ、キャパシタ、
インダクタ、抵抗等である。但し、電子部品１８は１つでなくてよく、これらのうちから
任意に選択した部品が混在してもよい。
【００２３】
　配線基板１０Ｂは、ソルダーレジスト層１５に開口部１５ｙが設けられていない点（パ
ッド１２ｂが設けられていない点）を除いて、配線基板１０Ａと同様の構造である。従っ
て、配線基板１０Ｂについての詳細な説明は省略する。なお、配線基板１０Ａ又は配線基
板１０Ｂに搭載又は内蔵された電子部品１８のうち少なくとも一方は、半導体チップであ
る。
【００２４】
　配線基板１０Ａは、複数の接続端子３０を介して、配線基板１０Ｂと電気的に接続され
ている。具体的には、各接続端子３０の一方の端部である固定部３１は、接合部２１を介
して配線基板１０Ａのパッド１２ｂに接合されている。又、配線基板１０Ａのパッド１２
ｂの直下には貫通配線１４が設けられている。このように、接続端子３０が接合されるパ
ッド１２ｂの直下に貫通配線１４を設けることにより、高周波信号をロスなく伝送できる
。
【００２５】
　又、各接続端子３０の他方の端部である固定部３２は、接合部２２を介して配線基板１
０Ｂのパッド１３ａに接合されている。又、配線基板１０Ｂのパッド１３ａの直上には貫
通配線１４が設けられている。このように、接続端子３０が接合されるパッド１３ａの直
上に貫通配線１４を設けることにより、高周波信号をロスなく伝送できる。
【００２６】
　接合部２１及び２２としては、例えば、Ｐｂを含む合金、ＳｎとＣｕの合金、ＳｎとＳ
ｂの合金、ＳｎとＡｇの合金、ＳｎとＡｇとＣｕの合金等のはんだ材料を用いることがで
きる。
【００２７】
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　接続端子３０は、例えば、配線基板１０Ａの電子部品１８の周囲にペリフェラル状に配
置されている。接続端子３０のピッチは、例えば、０．４～１．５ｍｍ程度とすることが
できる。なお、図１では、接続端子３０は、配線基板１０Ａの電子部品１８の周囲に一列
のみ設けられているが、適宜複数列とすることができる。
【００２８】
　複数の接続端子３０は、信号が伝送される信号端子Ｓと、接地される（ＧＮＤと接続さ
れる）接地端子Ｇとを含んでいる。信号端子Ｓの両側には接地端子Ｇが配置されている。
平面視において、信号端子Ｓと接地端子Ｇの形状は各々略矩形状であり、信号端子Ｓと接
地端子Ｇは互いの長辺が対向するように配置されている。又、隣接する信号端子Ｓと接地
端子Ｇは、平面視において、信号端子Ｓと接地端子Ｇの対向する辺の間隔が一定となるよ
うに配置されている。すなわち、信号端子Ｓ及びそれに隣接して配置される接地端子Ｇに
より、半導体装置１の厚さ方向（Ｚ方向）にコプレナー構造を形成している。なお、平面
視とは、図１等のＺ方向（複数の接続端子３０が設けられている平面に垂直な方向）から
対象物を視認することをいう。
【００２９】
　図１（ｂ）では、一部の接続端子３０のみにＳ又はＧの符号を付したが、符号を付して
いない接続端子３０についても、同様に、信号端子Ｓの両側に接地端子Ｇが配置されてい
る。但し、高周波信号を伝送する領域が限定されている場合には、その領域に配置された
接続端子３０のみをコプレナー構造としても構わない。
【００３０】
　又、一部の接続端子３０には、信号や接地（ＧＮＤ）以外の必要な要素、例えば電源等
を割り当てて構わない。この際、信号端子Ｓの両側に電源端子を配置してコプレナー構造
としてもよい。なお、電源端子は高周波的には接地端子と同等であるから、本発明におけ
る『信号端子の両側に配置された接地端子』には、信号端子の両側に電源端子等の高周波
的に接地端子と同等と見なせる他の端子を設ける場合も含むものとする。
【００３１】
　樹脂部４０は、例えば、接続端子３０の弾性変形を許容する材料（弾性変形を妨げない
材料）により構成することができる。弾性変形を許容する材料の一例としては、エラスト
マーを挙げることができる。エラストマーの一例としては、シリコーン系の絶縁性樹脂を
挙げることができる。樹脂部４０を設けることにより、半導体装置１の強度や耐湿性を向
上することができるが、樹脂部４０の材料として柔軟性を有するエラストマーを選択する
ことにより、これらの効果を実現すると共に、接続端子３０の弾性変形を許容することが
できる。
【００３２】
　例えば、配線基板１０Ａと配線基板１０Ｂの一方が絶縁性樹脂を主成分とする基板、他
方がシリコンやセラミックスを主成分とする基板等の場合には、配線基板１０Ａと配線基
板１０Ｂは互いに熱膨張係数が異なるため、配線基板間に熱応力が発生する場合がある。
樹脂部４０の材料として柔軟性を有するエラストマーを用いることにより、接続端子３０
が弾性変形できるため、配線基板間の熱膨張係数の相違に起因して生じる熱応力をばね性
を有する接続端子３０により吸収可能となる。その結果、配線基板１０Ａと配線基板１０
Ｂとの間の接続信頼性を向上できる。
【００３３】
　なお、配線基板間の熱膨張係数が略同等である場合等、熱応力が問題とならない場合に
は、樹脂部４０の材料として、フィラーを含有した熱硬化性のエポキシ系樹脂等の絶縁性
樹脂（所謂モールド樹脂）を用いてもよい。樹脂部４０を設けることにより、半導体装置
１の強度を向上することや、耐湿性を向上することができる。但し、接続端子３０は樹脂
部４０に固定されるため、弾性変形することはできない。
【００３４】
　図２に示すように、半導体装置１は、例えば、外部接続端子２００を介して、マザーボ
ード等の実装基板３００に搭載することができる。実装基板３００において、絶縁層３１
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０の一方の面には配線層の一部であるパッド３２０が形成され、パッド３２０の一部はソ
ルダーレジスト層３３０の開口部３３０ｘから露出している。半導体装置１のパッド１３
ａと実装基板３００のパッド３２０とは、はんだボール等の外部接続端子２００を介して
、電気的に接続されている。
【００３５】
　ここで、図３を参照しながら、接続端子３０の詳細な構造について説明する。図３は、
第１の実施の形態に係る接続端子を例示する図であり、図３（ａ）が側面図、図３（ｂ）
が平面図である。図３を参照するに、接続端子３０は、ばね性（弾力性）を有する導電性
の部材であり、固定部３１と、固定部３２と、ばね部３３と、第１支持部３４と、第２支
持部３５とを有する。
【００３６】
　固定部３１は、接続端子３０の一端に形成されている。固定部３１は、板状とされてい
る。固定部３１の厚さ（Ｚ方向）は、例えば０．０８～０．１ｍｍ程度とすることができ
る。固定部３１の横幅（Ｙ方向）は、例えば０．３～０．４ｍｍ程度とすることができる
。固定部３１の縦幅（Ｘ方向）は、例えば０．４～０．５ｍｍ程度とすることができる。
【００３７】
　固定部３２は、接続端子３０の他端に形成され、固定部３１と略対向するように配置さ
れている。固定部３２は、ばね部３３、第１支持部３４、及び第２支持部３５を介して、
固定部３１と電気的に接続されている。固定部３２は、当接部３８と、突出部３９とを有
する。固定部３２の厚さは、例えば０．０８～０．１ｍｍ程度とすることができる。固定
部３２の横幅（Ｙ方向）は、例えば、０．２～０．３ｍｍ程度とすることができる。なお
、ばね部３３、第１支持部３４、及び第２支持部３５を、接続端子３０の湾曲部と称する
場合がある。
【００３８】
　当接部３８は、被接続物のパッドと当接する部分である。当接部３８はラウンド形状と
されており、接続端子３０が押圧された際、主にＺ方向に移動する。このように、当接部
３８をラウンド形状とすることにより、当接部３８が押圧されて被接続物のパッドと当接
する際、当接部３８により被接続物のパッドが破損することを防止できる。
【００３９】
　又、当接部３８は、Ｚ方向に押圧された際、ばね部３３の変形により、固定部３２が固
定部３１に近づく方向（Ｚ方向）に移動した状態で、被接続物のパッドと当接する。これ
により、被接続物のパッドと固定部３２とが当接した際、固定部３２が、被接続物のパッ
ドが形成された面と平行な方向に大きく移動することがなくなるため、被接続物のパッド
を狭ピッチに配置できる。被接続物のパッドのピッチ（当接部３８のピッチ）としては、
例えば、０．４～１．５ｍｍ程度とすることができる。
【００４０】
　突出部３９は、一方の端部が第２支持部３５と一体的に形成されており、他方の端部が
当接部３８と一体的に形成されている。突出部３９は、第２支持部３５から被接続物のパ
ッドに向かう方向（固定部３１から離間する方向）に突出している。
【００４１】
　被接続物のパッドと固定部３２とが当接していない状態における固定部３２の突出量Ｄ
（第２支持部３５と突出部３９との接続部分を基準としたときの突出量）は、例えば、０
．３ｍｍとすることができる。
【００４２】
　ばね部３３は、第１支持部３４と第２支持部３５との間に配置されており、第１支持部
３４及び第２支持部３５と一体的に形成されている。ばね部３３は、湾曲した形状（例え
ば、Ｃ字型）とされており、ばね性を有する。
【００４３】
　ばね部３３は、固定部３２がＺ方向に押圧された際、固定部３２を被接続物のパッドに
向かう方向に反発させるためのものである。ばね部３３の横幅（Ｙ方向）及び厚さは、例
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えば、固定部３２の横幅（Ｙ方向）及び厚さと同じにすることができる。
【００４４】
　なお、本実施の形態に係る接続端子３０は、実際には、第１支持部３４、ばね部３３、
第２支持部３５、及び固定部３２が一体的にばねとして機能する。第１支持部３４、ばね
部３３、第２支持部３５、及び固定部３２に対応する部分の接続端子３０のばね定数は、
例えば、０．６～０．８Ｎ／ｍｍとすることができる。
【００４５】
　第１支持部３４は、ばね部３３と固定部３１との間に配置されている。第１支持部３４
の一方の端部は、ばね部３３の一方の端部と一体的に形成されており、第１支持部３４の
他方の端部は、固定部３１と一体的に形成されている。第１支持部３４は、板状とされて
いる。
【００４６】
　第１支持部３４は、固定部３１の下面を含む平面Ｅと、配線基板１０Ａと対向する側の
第１支持部３４の面３４ａとが成す角度θ１が鋭角となるように形成されている。角度θ

１は、例えば、５～１５度とすることができる。
【００４７】
　このように、角度θ１を鋭角にすることで、当接部３８がＺ方向に押圧された際のばね
部３３の変形による被接続物と第１支持部３４との接触を防止することが可能となるため
、接続端子３０及び被接続物の破損を防止できる。第１支持部３４の横幅（Ｙ方向）及び
厚さは、例えば、固定部３２の横幅（Ｙ方向）及び厚さと同じにすることができる。
【００４８】
　第２支持部３５は、ばね部３３と固定部３２との間に配置されている。第２支持部３５
の一方の端部は、ばね部３３の他方の端部と一体的に形成されており、第２支持部３５の
他方の端部は、固定部３２の突出部３９と一体的に形成されている。第２支持部３５は、
板状とされている。第２支持部３５の横幅（Ｙ方向）及び厚さは、例えば、固定部３２の
横幅（Ｙ方向）及び厚さと同じにすることができる。図３に示す状態（接続端子３０の固
定部３２が押圧されていない状態）における接続端子３０の高さＨは、例えば、１．５～
２ｍｍ程度とすることができる。
【００４９】
　なお、本実施の形態では、複数の接続端子３０が各々の湾曲部が外側を向くように配置
されているが、この形態には限定されない。
【００５０】
　［第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法］
　次に、第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法について説明する。図４～図６は
、第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を例示する図である。
【００５１】
　まず、図４（ａ）及び図４（ｂ）に示す工程では、パッド１２ｂ上に接合部２１が形成
された配線基板１０Ａを作製する。具体的には、図４（ａ）に示す工程では、前述のよう
な所謂ガラスエポキシ基板等を用いた絶縁層１１を準備し、ＣＯ２レーザを用いたレーザ
加工法等により、絶縁層１１を貫通する貫通孔１１ｘを形成する。そして、絶縁層１１の
一方の面に配線層１２、他方の面に配線層１３、貫通孔１１ｘ内に配線層１２と配線層１
３とを電気的に接続する貫通配線１４を形成する。
【００５２】
　配線層１２、配線層１３、及び貫通配線１４は、例えば、以下のようにして形成できる
。まず、無電解めっき法等により、絶縁層１１の一方の面及び他方の面並びに貫通孔１１
ｘの内壁面を連続的に被覆する銅等からなるシード層を形成し、シード層上に配線層１２
、配線層１３、及び貫通配線１４に対応する開口部を有するレジストを形成する。そして
、シード層を給電層とする電解めっき法等により、開口部内のシード層上に銅等からなる
導電層を形成し、レジストを除去後、導電層に覆われていない部分のシード層を除去する
。これにより、各々がシード層及び導電層を含む配線層１２、配線層１３、及び貫通配線
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１４が完成する。
【００５３】
　次に、絶縁層１１の一方の面に配線層１２を被覆するソルダーレジスト層１５を、絶縁
層１１の他方の面に配線層１３を被覆するソルダーレジスト層１６を形成する。ソルダー
レジスト層１５は、例えば、液状又はペースト状の感光性のエポキシ系樹脂等の絶縁性樹
脂を、配線層１２を被覆するように絶縁層１１の一方の面にスクリーン印刷法、ロールコ
ート法、又は、スピンコート法等で塗布することにより形成できる。
【００５４】
　同様に、ソルダーレジスト層１６は、例えば、液状又はペースト状の感光性のエポキシ
系樹脂等の絶縁性樹脂を、配線層１３を被覆するように絶縁層１１の他方の面に同様の方
法で塗布することにより形成できる。或いは、液状又はペースト状の樹脂の塗布に代えて
、例えば、フィルム状の感光性のエポキシ系樹脂等の絶縁性樹脂をラミネートしてもよい
。
【００５５】
　そして、塗布又はラミネートした絶縁性樹脂を露光及び現像することでソルダーレジス
ト層１５及び１６に開口部１５ｘ、開口部１５ｙ、及び開口部１６ｘを形成し、パッド１
２ａ、パッド１２ｂ、及びパッド１３ａを形成する（フォトリソグラフィ法）。そして、
パッド１２ａ上に接合部１７を形成し、パッド１２ｂ上に接合部２１を形成する。接合部
１７及び２１は、この時点では、未硬化のはんだペースト等であり、例えば、印刷法等に
より形成できる。
【００５６】
　なお、開口部１５ｘ、開口部１５ｙ、及び開口部１６ｘは、レーザ加工法やブラスト処
理により形成してもよい。開口部１５ｘ、開口部１５ｙ、及び開口部１６ｘの各々の平面
形状は、例えば、円形状とすることができる。開口部１５ｘ、開口部１５ｙ、及び開口部
１６ｘの各々の直径は、接続対象に合わせて任意に設計できる。
【００５７】
　次に、図４（ｂ）に示す工程では、半導体チップ等の電子部品１８を、パッド１２ａ上
に形成された接合部１７を介して載置し、リフロー等により接合部１７を溶融後硬化させ
て、電子部品１８の電極（図示せず）とパッド１２ａとを接合する。パッド１２ｂ上の接
合部２１も接合部１７と同時に溶融後硬化する。これにより、パッド１２ｂ上に接合部２
１が形成された配線基板１０Ａが完成する。
【００５８】
　次に、図４（ｃ）に示す工程では、接続端子３０を配列する治具５００を準備する。治
具５００には、接続端子３０を挿入する溝５００ｘが、図１（ｂ）の接続端子３０に対応
する位置に形成されている。溝５００ｘの深さは、接続端子３０の高さよりも浅く形成さ
れている。そして、複数の接続端子３０を作製し、各接続端子３０の固定部３２が各溝５
００ｘの底面側に位置し固定部３１が溝５００ｘから突出すると共に、湾曲部が治具５０
０の外縁部側を向くように、溝５００ｘ内に接続端子３０を挿入する。
【００５９】
　接続端子３０は、例えば、以下のようにして作製できる。すなわち、図示していない金
属板（例えば、Ｃｕ系合金）を準備する。そして、準備した金属板を所定の形状に打ち抜
き加工する。この際、例えば、長尺状に打ち抜く。その後、打ち抜き加工された金属板の
表面全体にＮｉめっき膜（例えば、厚さ１～３μｍ）を形成する。そして、更に、固定部
３１及び当接部３８に対応する部分に形成されたＮｉめっき膜に、Ａｕめっき膜（例えば
、厚さ０．３～０．５μｍ）を積層形成（Ａｕめっき膜を部分的に形成）する。その後、
Ｎｉめっき膜及びＡｕめっき膜が形成された金属板を曲げ加工することで作製できる。
【００６０】
　上記金属板の材料となるＣｕ系合金としては、例えば、リン青銅やベリリウム銅、コル
ソン系の銅合金等を用いることができる。なお、接続端子３０は、図示していない金属板
（例えば、Ｃｕ系合金）を所定の形状にエッチング加工した後、エッチング加工された金
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属板を曲げ加工することで形成してもよい。
【００６１】
　次に、図５（ａ）に示す工程では、図４（ａ）及び図４（ｂ）に示す工程で作製した、
パッド１２ｂ上に接合部２１が形成された配線基板１０Ａを、図４（ｂ）とは上下を反転
させた状態で、溝５００ｘ内に接続端子３０が挿入された治具５００上に載置する。この
際、各接合部２１が各接続端子３０の固定部３１と対向する位置に来るようにアライメン
トし、配線基板１０Ａを治具５００上に載置する。これにより、各接合部２１は、各接続
端子３０の固定部３１に当接する。
【００６２】
　次に、図５（ｂ）に示す工程では、リフロー等によりパッド１２ｂ上の接合部２１を溶
融後硬化させて、各接続端子３０の固定部３１とパッド１２ｂとを接合する。その後、各
パッド１２ｂに接続端子３０が接合された配線基板１０Ａを治具５００から取り外す。な
お、各接続端子３０の固定部３１とパッド１２ｂとを接合する際に、隣接する接続端子３
０の間隔が設計値（例えば、１ｍｍ程度）に対して１０μｍ程度ずれる場合があるが、コ
プレナー構造のインピーダンス調整値には殆ど影響がない。
【００６３】
　次に、図６（ａ）に示す工程では、図４（ａ）及び図４（ｂ）に示す工程と同様にして
、パッド１３ａ上に接合部２２が形成され、かつ、電子部品１８が搭載された配線基板１
０Ｂを作製する。接合部２２は、この時点では、未硬化のはんだペースト等である。そし
て、各パッド１２ｂに接続端子３０が接合された配線基板１０Ａを図５（ｂ）とは上下を
反転させた状態とし、その上にパッド１３ａ上に接合部２２が形成された配線基板１０Ｂ
を載置する。
【００６４】
　この際、配線基板１０Ｂの各接合部２２が各接続端子３０の固定部３２と対向する位置
に来るようにアライメントし、配線基板１０Ｂを接続端子３０を介して配線基板１０Ａ上
に載置する。これにより、各接合部２２は、各接続端子３０の固定部３２に当接する。な
お、接続端子３０は、配線基板１０Ｂの重量により、やや圧縮された状態となる。
【００６５】
　次に、図６（ｂ）に示す工程では、リフロー等により配線基板１０Ｂのパッド１３ａ上
の接合部２２を溶融後硬化させて、各接続端子３０の固定部３２と配線基板１０Ｂのパッ
ド１３ａとを接合する。その後、配線基板１０Ａと配線基板１０Ｂとの間に、例えば、ト
ランスファーモールド等により樹脂を充填して樹脂部４０を形成することにより、図１に
示す半導体装置１が完成する。
【００６６】
　ここで、比較例を示しながら、半導体装置１の有する特有の効果について説明する。図
７は、接続端子の配置を説明する平面図であり、図７（ａ）は比較例に係る接続端子３０
Ｘを示し、図７（ｂ）は本実施の形態に係る接続端子３０を示している。
【００６７】
　ここでは、比較例として、図１に示す半導体装置１において、接続端子３０を、はんだ
ボール等からなる接続端子３０Ｘに置換した場合を考える。この場合、図７（ａ）に示す
ように、信号端子Ｓに隣接して接地端子Ｇが配される。接続端子３０Ｘは球状であるため
、信号端子Ｓと接地端子Ｇとの間隔（Ｘ方向）は、Ｙ方向及びＺ方向の位置により異なり
一定とはならない。すなわち、信号端子Ｓと接地端子Ｇとの間隔（Ｘ方向）は最短でＬ１

、最長でＬ２となり、Ｙ方向及びＺ方向の位置によりＬ１からＬ２の間で変化し一定とは
ならない。
【００６８】
　信号端子Ｓと接地端子Ｇとの間隔（距離）によりインピーダンスの調整が可能であるが
、比較例に係る接続端子３０Ｘのように信号端子Ｓと接地端子Ｇとの間隔が一定とならな
い場合には、インピーダンスの調整は困難である。従って、接続端子３０Ｘの部分でイン
ピーダンス不整合が生じ、高周波信号を伝送することが困難となる。なお、接続端子３０
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Ｘとして、略球状の樹脂コアの周囲をはんだ材料で被覆した樹脂コアボールや、略球状の
銅コアの周囲をはんだ材料で被覆した銅コアボール等を用いた場合にも同様の問題を生じ
る。
【００６９】
　一方、本実施の形態に係る接続端子３０は、球状ではなく、平面形状が略矩形状である
。そのため、図７（ｂ）に示すように、隣接する信号端子Ｓと接地端子Ｇでは、平面視に
おいて、信号端子Ｓと接地端子Ｇの対向する辺の間隔（Ｘ方向）が、Ｙ方向及びＺ方向の
位置によらず一定（Ｌ３）となる。その結果、信号端子Ｓと接地端子Ｇとの間隔（距離）
により、容易にインピーダンスの調整が可能となる。
【００７０】
　つまり、接続端子３０の部分でインピーダンス整合がとれるので、高周波信号を伝送す
ることが可能となる。これにより、半導体装置１に搭載（内蔵）可能な電子部品の選択範
囲が大きくなると共に、半導体装置１内における電子部品の配置の自由度を向上できる。
【００７１】
　例えば、数Ｇ～数１０ＧＨｚの高周波信号を伝送する場合、信号端子Ｓと接地端子Ｇと
の間隔（距離）Ｌ３を１ｍｍ程度とすることで、インピーダンスを５０Ω程度に調整でき
る。但し、信号端子Ｓと接地端子Ｇが樹脂部４０に封止されている場合には、樹脂部４０
を構成する樹脂材料の誘電率によりインピーダンスが変化するため、樹脂材料の誘電率を
考慮して、信号端子Ｓと接地端子Ｇとの間隔（距離）を決定する必要がある。
【００７２】
　なお、本願において、間隔が一定とは、厳密に間隔が一定である場合のみならず、本願
の所定の効果を損なわない範囲内で若干間隔が変動した場合も含むものとする。例えば、
前述のように、各接続端子３０の固定部３１とパッド１２ｂとを接合する際に、隣接する
接続端子３０の間隔が設計値（例えば、１ｍｍ程度）に対して１０μｍ程度ずれる場合が
あるが、コプレナー構造のインピーダンス調整値には殆ど影響がない。つまり、隣接する
接続端子３０の間隔が１０μｍ程度変動する場合も、『間隔が一定』に含まれる。
【００７３】
　又、はんだボール等からなる接続端子３０Ｘを構成する材料（例えば、Ｐｂを含む合金
等のはんだ材料）は、高周波特性に優れていなく、高周波信号の伝送には不向きである。
一方、接続端子３０を構成するＣｕ系合金（例えば、リン青銅やベリリウム銅、コルソン
系の銅合金等）は高周波特性に優れており、この点においても、接続端子３０を用いた伝
送路は、高周波信号の伝送に好適である。
【００７４】
　このように、第１の実施の形態では、平面形状が略矩形状の複数の接続端子３０を長手
方向が同一方向を向くように配列し、一の接続端子３０を信号端子Ｓに、一の接続端子３
０の両側の他の接続端子３０を接地端子Ｇに割り当てる。これにより、信号端子Ｓが一定
の間隔（距離）をあけて隣接する接地端子Ｇに挟まれたコプレナー構造を実現できる。そ
の結果、信号端子Ｓと接地端子Ｇとの間隔（距離）を変えることにより、容易にインピー
ダンスの調整が可能となり、信号端子Ｓを介して高周波（例えば、数Ｇ～数１０ＧＨｚ程
度）の電流を供給できる。
【００７５】
　又、信号端子Ｓ間には必ず接地端子Ｇが配され、信号端子Ｓ同士が隣接しないため、信
号端子Ｓ間にクロストークが発生することを抑制できる。
【００７６】
　又、樹脂部４０に柔軟性を有する材料（例えば、シリコーン樹脂）を用いた場合には、
配線基板１０Ａと配線基板１０Ｂとの熱膨張係数の相違に起因して生じる熱応力を、ばね
性を有する接続端子３０が弾性変形することにより吸収可能となる。その結果、配線基板
１０Ａと配線基板１０Ｂとの間の接続信頼性を向上できる。
【００７７】
　〈第１の実施の形態の変形例１〉
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　第１の実施の形態の変形例１では、樹脂部を設けない半導体装置の例を示す。なお、第
１の実施の形態の変形例１において、既に説明した実施の形態と同一構成部品についての
説明は省略する。
【００７８】
　図８は、第１の実施の形態の変形例１に係る半導体装置を例示する断面図である。図８
を参照するに、第１の実施の形態の変形例１に係る半導体装置１Ａは、樹脂部４０が設け
られていない点が第１の実施の形態に係る半導体装置１（図１参照）と相違する。
【００７９】
　このように、接続端子３０を介して上下に隣接する配線基板間に樹脂を充填せずに中空
としてもよい。この場合も、配線基板間の熱膨張係数の相違に起因して生じる熱応力を、
ばね性を有する接続端子３０が弾性変形することで吸収できる。
【００８０】
　〈第１の実施の形態の変形例２〉
　第１の実施の形態の変形例２では、接続端子の向きを変えた半導体装置の例を示す。な
お、第１の実施の形態の変形例２において、既に説明した実施の形態と同一構成部品につ
いての説明は省略する。
【００８１】
　図９は、第１の実施の形態の変形例２に係る半導体装置を例示する断面図である。図９
を参照するに、第１の実施の形態の変形例２に係る半導体装置１Ｂは、複数の接続端子３
０が各々の湾曲部が内側を向くように配置された点が第１の実施の形態に係る半導体装置
１（図１参照）と相違する。
【００８２】
　このように、複数の接続端子３０が各々の湾曲部が内側を向くように配置しても、複数
の接続端子３０が各々の湾曲部が外側を向くように配置した第１の実施の形態と同様の効
果を奏する。
【００８３】
　〈第２の実施の形態〉
　第２の実施の形態では、接続端子を複数層に設けた半導体装置の例を示す。なお、第２
の実施の形態において、既に説明した実施の形態と同一構成部品についての説明は省略す
る。
【００８４】
　図１０は、第２の実施の形態に係る半導体装置を例示する断面図である。図１０を参照
するに、第２の実施の形態に係る半導体装置１Ｃは、配線基板１０Ａと、配線基板１０Ｃ
と、配線基板１０Ｄと、接合部２１及び２２と、接続端子３０Ａ及び３０Ｂと、樹脂部４
０とを有する。
【００８５】
　半導体装置１Ｃにおいて、配線基板１０Ｃ上に、接続端子３０Ａを介して、配線基板１
０Ａが積層されている。更に、配線基板１０Ａ上に、接続端子３０Ｂを介して、配線基板
１０Ｄが積層されている。配線基板１０Ｃと配線基板１０Ａとの間、及び、配線基板１０
Ａと配線基板１０Ｄとの間には、樹脂部４０が設けられている。なお、接続端子３０Ａと
接続端子３０Ｂは、便宜上、別符号としているが、何れも既に説明した接続端子３０と同
一部品である。
【００８６】
　配線基板１０Ｃは、絶縁層１１がエポキシ系樹脂等を主成分とする３層の絶縁層６１に
置換され、絶縁層６１の中央の層に二次電池６２が内蔵され、二次電池６２のパッドと配
線層１２が貫通配線６３で接続された点が配線基板１０Ａと相違する。二次電池６２とし
ては、例えば、リチウム系電池等を内蔵することができる。
【００８７】
　又、配線基板１０Ｃは、ソルダーレジスト層１６の開口部１６ｙ内に配線層１３と接続
される発電装置６４が実装された点、及び、電子部品１８が半導体チップ６８に置換され
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た点が配線基板１０Ａと相違する。発電装置６４としては、例えば、光発電装置、熱電発
電装置、振動発電装置等を実装することができる。
【００８８】
　配線基板１０Ｃは、複数の接続端子３０Ａを介して、配線基板１０Ａと電気的に接続さ
れている。具体的には、各接続端子３０Ａの固定部３１は、接合部２１を介して配線基板
１０Ｃのパッド１２ｂに接合されている。又、各接続端子３０Ａの固定部３２は、接合部
２２を介して配線基板１０Ａのパッド１３ａに接合されている。
【００８９】
　配線基板１０Ｄは、配線層１２がアンテナ５２ａと配線５２ｂを含む配線層５２に置換
された点、及び、電子部品１８がセンサ５８に置換された点が配線基板１０Ａと相違する
。センサ５８としては、例えば、気温センサや照度センサ等の各種センサを搭載すること
ができる。
【００９０】
　配線基板１０Ｄは、複数の接続端子３０Ｂを介して、配線基板１０Ａと電気的に接続さ
れている。具体的には、各接続端子３０Ｂの固定部３１は、接合部２１を介して配線基板
１０Ａのパッド１２ｂに接合されている。又、各接続端子３０Ｂの固定部３２は、接合部
２２を介して配線基板１０Ｄのパッド１３ａに接合されている。
【００９１】
　半導体装置１Ｃは、センサ５８で検出した気温や照度等の各種データを、アンテナ５２
ａを用いて無線でホストに送信するセンサモジュールである。半導体装置１Ｃにおいて、
電子部品１８は半導体チップであり、例えば、無線用のＲＦＩＣやＣＰＵとしての機能を
有する。又、半導体装置１Ｃにおいて、半導体チップ６８は、例えば、二次電池６２及び
発電装置６４を管理する電源管理用ＩＣとしての機能を有する。
【００９２】
　半導体装置１Ｃには二次電池６２及び発電装置６４が組み込まれている。そのため、発
電装置６４で発電した電力を二次電池６２に蓄電し、二次電池６２に蓄電された電力を半
導体チップである電子部品１８や半導体チップ６８等に供給することにより、自立的に作
動することができる。
【００９３】
　配線基板１０Ｃに内蔵されている二次電池６２は内部に電解質を有し、二次電池６２が
充放電する際に電解質が膨張したり収縮したりする。二次電池６２の熱膨張係数は、各配
線基板を構成する絶縁層や配線層等の材料の熱膨張係数と大きく異なるため、配線基板１
０Ｃ全体の熱膨張係数も配線基板１０Ａ全体の熱膨張係数と異なる。
【００９４】
　従って、二次電池６２の充放電にともない配線基板１０Ｃが膨張や収縮すると、配線基
板１０Ｃと配線基板１０Ａを接続する部分に大きな熱応力がかかる。仮に、配線基板１０
Ｃと配線基板１０Ａを接続する部分が、はんだバンプ等であるとすると、はんだバンプ等
に大きな熱応力がかかり、はんだバンプ等にクラックや断線が生じる。
【００９５】
　しかしながら、本実施の形態では、配線基板１０Ｃと配線基板１０Ａを接続する部分は
、はんだバンプ等ではなく、ばね性を有する接続端子３０Ａである。そのため、配線基板
１０Ｃと配線基板１０Ａの熱膨張係数の相違に起因して生じる熱応力を接続端子３０Ａで
吸収することができる。その結果、配線基板１０Ｃと配線基板１０Ａとの接続信頼性を向
上可能となる。
【００９６】
　このように、第２の実施の形態では、第１の実施の形態において奏する効果に加えて以
下の効果を奏する。すなわち、第２の実施の形態に係る半導体装置は、動作にともなって
膨張や収縮する電子部品を内蔵する配線基板を含むため、配線基板間の熱膨張係数が相違
する。このような場合であっても、配線基板の材料が異なるために配線基板間の熱膨張係
数が相違する場合と同様に、配線基板間の熱膨張係数の相違に起因して生じる熱応力を、
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ばね性を有する接続端子が弾性変形することにより吸収可能となる。その結果、配線基板
間の接続信頼性を向上できる。但し、樹脂部４０に柔軟性を有する材料（例えば、シリコ
ーン樹脂）を用いる必要がある。
【００９７】
　〈第３の実施の形態〉
　第３の実施の形態では、第１の実施の形態とは異なる接続端子を設けた半導体装置の例
を示す。なお、第３の実施の形態において、既に説明した実施の形態と同一構成部品につ
いての説明は省略する。
【００９８】
　図１１は、第３の実施の形態に係る半導体装置を例示する断面図である。図１２は、第
３の実施の形態に係る接続端子を例示する図であり、図１２（ａ）が断面図、図１２（ｂ
）が平面図である。なお、図１２は、図１１に示すように湾曲させる前の接続端子の形状
を示している。
【００９９】
　図１１及び図１２を参照するに、第３の実施の形態に係る半導体装置１Ｄは、接続端子
３０が接続端子８０に置換された点が第１の実施の形態に係る半導体装置１（図１参照）
と相違する。
【０１００】
　複数の接続端子８０は、絶縁フィルム９０上に並設されており、柔軟性を有するフレキ
シブル基板１００を構成している。接続端子８０は、第１パッド８１と、第２パッド８２
と、第１パッド８１と第２パッド８２とを接続する配線パターン８３とを有する。第１パ
ッド８１、第２パッド８２、及び配線パターン８３は、一体に形成できる。
【０１０１】
　図１２（ｂ）に示すように、複数の配線パターン８３は絶縁フィルム９０上に略同一幅
で略平行に配置されている。つまり、平面視において、各配線パターン８３の形状は略矩
形状（細長状）であり、隣接する配線パターン８３は互いの長辺が対向するように配置さ
れている。又、隣接する配線パターン８３は、平面視において、対向する辺の間隔が一定
となるように配置されている。これにより、接続端子８０（配線パターン８３）は、接続
端子３０と同様にコプレナー構造を実現できる。
【０１０２】
　接続端子８０のピッチ（配線パターン８３のピッチ）は、例えば、０．４～１．５ｍｍ
程度とすることができる。なお、接続端子８０の配線パターン８３を被覆するソルダーレ
ジスト層を設けてもよい。この場合、接続端子８０の第１パッド８１及び第２パッド８２
のみがソルダーレジスト層から露出する。
【０１０３】
　フレキシブル基板１００は、絶縁フィルム９０上に並設された複数の接続端子８０が、
絶縁フィルム９０を内側にして略Ｃ字形状に湾曲された状態で、配線基板１０Ａと配線基
板１０Ｂとの間に配置されている。そして、接続端子８０の第１パッド８１は、接合部２
１を介して配線基板１０Ａのパッド１２ｂに接合されている。又、接続端子８０の第２パ
ッド８２は、接合部２２を介して配線基板１０Ｂのパッド１３ａに接合されている。この
ように、接続端子８０の第１パッド８１が接続端子３０の固定部３１に相当し、接続端子
８０の第２パッド８２が接続端子３０の固定部３２に相当する。
【０１０４】
　フレキシブル基板１００において、接続端子８０としては、例えば、銅箔等の金属箔を
用いることができる。接続端子８０の厚さは、例えば、１８～３５μｍ程度とすることが
できる。接続端子８０の第１パッド８１及び第２パッド８２、或いは接続端子８０の全体
に金めっき等を施してもよい。絶縁フィルム９０としては、例えば、ポリイミド系樹脂、
エポキシ系樹脂、ポリエステル系樹脂等の絶縁性樹脂を用いることができる。絶縁フィル
ム９０の厚さは、例えば、５０～１２５μｍ程度とすることができる。
【０１０５】
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　フレキシブル基板１００を製造するには、例えば、上記絶縁性樹脂からなる絶縁フィル
ム９０を準備し、絶縁フィルム９０上に銅箔等の金属箔を接着する。そして、サブトラク
ティブ法等により金属箔をパターニングして接続端子８０を形成する。必要に応じ、接続
端子８０を選択的に被覆するソルダーレジスト層を形成する。これにより、柔軟性を有す
るフレキシブル基板１００が完成する。
【０１０６】
　このように、金属からなる複数の接続端子３０に代えて、複数の接続端子８０が並設さ
れたフレキシブル基板１００を設けてもよい。この場合にも、第１の実施の形態と同様に
、平面形状が略矩形状の複数の接続端子８０（配線パターン８３）を長手方向が同一方向
を向くように配列し、一の接続端子８０（配線パターン８３）を信号端子Ｓに割り当てる
ことができる。又、一の接続端子８０（配線パターン８３）の両側の他の接続端子８０（
配線パターン８３）を接地端子Ｇに割り当てることができる。従って、高周波に関して第
１の実施の形態と同様の効果を奏する。
【０１０７】
　又、樹脂部４０に柔軟性を有する材料を用いた場合には、配線基板１０Ａと配線基板１
０Ｂとの熱膨張係数の相違に起因して生じる熱応力を、柔軟性を有するフレキシブル基板
１００（接続端子８０及び絶縁フィルム９０）が弾性変形することで吸収可能となる。そ
の結果、配線基板１０Ａと配線基板１０Ｂとの間の接続信頼性を向上できる。
【０１０８】
　以上、好ましい実施の形態及びその変形例について詳説したが、上述した実施の形態及
びその変形例に制限されることはなく、特許請求の範囲に記載された範囲を逸脱すること
なく、上述した実施の形態及びその変形例に種々の変形及び置換を加えることができる。
【０１０９】
　例えば、上記実施の形態では、接続端子を電子部品の周囲（電子部品の４辺に対応する
位置）に配置する例を示したが、接続端子は、例えば、電子部品の対向する２辺に対応す
る位置等に配置してもよい。
【０１１０】
　又、上記実施の形態では、湾曲部を有する接続端子の例を示したが、例えば、湾曲部に
代えて鋭角の屈曲部を有する接続端子（くの字型の接続端子）等を用いてもよい。
【０１１１】
　又、上記実施の形態では、接続端子の両端の固定部を対応するパッドにはんだ等で接合
する例を示したが、何れか一方の固定部のみを対応するパッドにはんだ等で接合し、他方
は対応するパッドに固定せずに当接させるようにしてもよい。但し、この場合には、接続
端子を介して上下に隣接する配線基板間を位置決め及び保持する部材（例えば、枠状部材
等）が別途必要となる。
【０１１２】
　又、各実施の形態や変形例は、適宜組み合わせることができる。例えば、第２の実施の
形態や第３の実施の形態において、接続端子を介して上下に隣接する配線基板間に樹脂を
充填せずに中空としてもよい。又、第２の実施の形態や第３の実施の形態において、複数
の接続端子を各々の湾曲部が内側を向くように配置してもよい。
【符号の説明】
【０１１３】
　１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ　半導体装置
　１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ、１０Ｄ　配線基板
　１１、６１　絶縁層
　１１ｘ　貫通孔
　１２、１３、５２　配線層
　１２ａ、１２ｂ、１３ａ　パッド
　１４、６３　貫通配線
　１５、１６　ソルダーレジスト層
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　１５ｘ、１５ｙ、１６ｘ、１６ｙ　開口部
　１７、２１、２２　接合部
　１８　電子部品
　３０、３０Ａ、３０Ｂ、８０　接続端子
　３１、３２　固定部
　３３　ばね部
　３４　第１支持部
　３５　第２支持部
　３８　当接部
　３９　突出部
　４０　樹脂部
　５２ａ　アンテナ
　５２ｂ　配線
　５８　センサ
　６２　二次電池
　６４　発電装置
　６８　半導体チップ
　８１　第１パッド
　８２　第２パッド
　８３　配線パターン
　９０　絶縁フィルム
　１００　フレキシブル基板
　５００　治具
　５００ｘ　溝
　Ｄ　突出量
　Ｅ　平面
　Ｈ　高さ
　θ１　角度
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